
常務理事会 

（第54事業年度・第９回 

2019年12月12日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 審議事項 

１．業種別委員会からの答申に関す

る件 

(1) 『業種別委員会実務指針第55号

「仮想通貨交換業者における利用

者財産の分別管理に係る合意され

た手続業務に関する実務指針」の改

正について』及び「公開草案に対す

るコメントの概要及び対応」につい

て 

(2) 『業種別委員会実務指針第61号

「仮想通貨交換業者の財務諸表監

査に関する実務指針」の改正につい

て』及び「公開草案に対するコメン

トの概要及び対応」について 

2019年９月３日付けで、金融庁から

公表された「事務ガイドライン（第三

分冊：金融会社関係）」の改正を受け、

業種別委員会実務指針第55号「仮想通

貨交換業者における利用者財産の分別

管理に係る合意された手続業務に関す

る実務指針」の改正及び業種別委員会

実務指針第61号「仮想通貨交換業者の

財務諸表監査に関する実務指針」の改

正を公開草案に対するコメントを踏ま

え取りまとめた旨提案があり、審議の

結果、それぞれ提案どおり承認された。 

２．業種別委員会からの答申『業種

別委員会実務指針「「2020年版グ

ローバル投資パフォーマンス基準

準拠の検証」の保証業務に関する

実務指針」』及び「公開草案に対

するコメントの概要及び対応」に

関する件 

2019年６月30日付けで、2020年版グ

ローバル投資パフォーマンス基準の改

訂版が発行された。これを受け、新基

準に準拠する運用会社は、2020年12月

31日以降に終了する年度のパフォーマ

ンスからその規定に沿った保証報告の

作成を求められていることから、業種

別委員会実務指針「2020年版グローバ

ル投資パフォーマンス基準準拠の検証」

の保証業務に関する実務指針」を公開

草案に対するコメントを踏まえ取りま

とめた旨提案があり、審議の結果、提

案どおり承認された。 

３．会計制度委員会からの答申に関

する件 

(1) 企業会計基準公開草案第66号（企

業会計基準第29号の改正案）「収

益認識に関する会計基準（案）」

等に対する意見について 

(2) 企業会計基準公開草案第68号

「会計上の見積りの開示に関する

会計基準（案）」に対する意見に

ついて 

(3) 企業会計基準公開草案第69号

（企業会計基準第24号の改正案）

「会計方針の開示、会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準

（案）」に対する意見について 

2019年10月30日付けで、企業会計基

準委員会から公表された、『企業会計

基準公開草案第66号（企業会計基準第

29号の改正案）「収益認識に関する会

計基準（案）」等』、『企業会計基準

公開草案第68号「会計上の見積りの開

示に関する会計基準（案）」』及び『企

業会計基準公開草案第69号（企業会計

基準第24号の改正案）「会計方針の開

示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準（案）」』に対する協会

意見を取りまとめた旨提案があり、審

議の結果、それぞれ提案どおり承認さ

れた。 

４．学校法人委員会からの答申『学校

法人委員会研究報告第14号「理事者

確認書に関するQ&A」の改正につい

て』に関する件 

学校法人委員会実務指針第36号「私

立学校振興助成法に基づく監査上の取

扱い及び監査報告書の文例」の改正を

受け、学校法人委員会研究報告第14号

「理事者確認書に関するQ&A」について、

理事者確認書における確認事項の一つと

して「継続法人の前提」があることを示

すため改正する旨提案があり、審議の結

果、提案どおり承認された。 

 

Ⅱ 報告事項 

１．IFAC-中小事務所委員会（SMPC）

ニューヨーク会議報告に関する件 

2019年10月21日及び22日にニューヨー

クで開催されたIFAC-中小事務所委員会

（SMPC）について報告があった。 

 

このほかの主な審議・報告事項は次の

とおりです。 

○公会計委員会からの答申『IFAC-国際公

会計基準審議会（IPSASB）公開草案第

69号「公的部門特有の金融商品:IPSAS

第41号「金融商品」の修正」に対する

コメント』に関する件 

○継続的専門研修制度協議会からの意見

具申「2019年度上半期・継続的専門研

修制度の運営状況に関する報告書」に

関する件 

○協会出版局による「監査実務指針集」

四訂版の出版に関する件 

 

理事会 

（第54事業年度・第９回 

2019年12月13日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ 会長報告 

手塚会長から、公認会計士・監査審査

会「検査結果に基づく勧告について」の

公表、会長声明「社外役員等に就任して

いる会員に対する倫理規則の遵守徹底に



ついて」の発出、自由民主党金融調査

会企業会計に関する小委員会への出席、

IPOを取り巻く環境への対応、社会福祉

法人の会計監査人設置の規模基準の拡

大の状況、2019年公認会計士試験の結

果、記者会見の実施、会務運営諮問会

議・相談役会の開催、公明党日本公認

会計士懇話会への出席、IFAC Council 

Meeting、AFA Council Meetingへの出

席、東京会主催セミナー、IFRSセミナ

ー、女子大学生向けイベントへの出席、

全国地域会訪問及び2020年地域会新年

賀詞交歓会の開催日程について会則第

165条に基づく報告があり、協議を行っ

た。 

 

Ⅱ 審議事項 

１．総務委員会からの意見具申「公

認会計士等登録事務細則等の一部

変更」に関する件 

2019年11月８日開催の理事会におい

て、総務担当常務理事からの意見具申

「公認会計士等登録事務細則等の一部

変更要綱案」が提案され、承認された。

これを受けて、公認会計士等登録事務

細則等を一部変更し、各申請手続時に

心身の故障の状況を個別的、実質的に

審査するために必要な書類の添付を求

める旨提案があり、審議の結果、提案

どおり承認された。 

 

Ⅲ 報告事項 

１．IFAC-総会及び理事会バンクーバ

ー会議報告に関する件 

2019年11月13日及び14日にバンクー

バーで開催されたIFAC総会及び11月15

日に同所で開催された理事会について

報告があった。 

２．グローバル・アカウンティング・

アライアンス（GAA）理事会-バン

クーバー会議報告に関する件 

2019年11月11日及び12日にバンクー

バーで開催されたグローバル・アカウ

ンティング・アライアンス（GAA）理事

会について報告があった。 

３．CAPAメンバーズ会議、理事会及

び総会バンクーバー会議報告に関

する件 

2019年11月10日から12日にかけてバ

ンクーバーで開催されたCAPAメンバー

ズ会議、理事会及び総会について報告

があった。 

４．女性会計士活躍促進に関するKPI

達成に向けたモニタリング指標「次

期役員選挙における立候補者の女

性比率目標」の設定に関する件 

女性会計士活躍の更なる促進のため

のKPIについて、次期役員選挙における

立候補者の女性比率目標を18％と設定

した旨報告があった。 

 

このほかの主な報告事項は次のとお

りです。 

○企業会計審議会総会・監査部会の会

議報告に関する件 

○公認会計士等登録事務細則の様式を

定める内規等の一部変更に関する件 

○「再入会時特別研修に関する内規」

の制定に関する件 

○新年賀詞交歓パーティーに関する件 

 

以 上 

（総務本部長 中野浩介） 


